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6.7 情報の破棄 

 B．考え方 

医療に係る電子情報は破棄に関しても安全性を確保する必要がある。破棄は確実に行う

必要がある。しかし、例えばデータベースのように情報が互いに関連して存在する場合は、

一部の情報を不適切に破棄したために、その他の情報が利用不可能になる場合もあり、注

意しなくてはならない。 

実際の破棄に備えて、事前に破棄の手順を明確化しておくべきである。 

 

 C．最低限のガイドライン 

1． 「6.1 方針の制定と公表」で把握した情報種別ごとに破棄の手順を定めること。

手順には破棄を行う条件、破棄を行うことができる従業者の特定、具体的な破棄

の方法を含めること。 

2． 情報処理機器自体を破棄する場合、必ず専門的な知識を有するものが行うことと

し、残存し、読み出し可能な情報がないことを確認すること。 

3． 外部保存を受託する機関に破棄を委託した場合は、「6.6 人的安全対策 （2）事

務取扱委託業者の監督及び守秘義務契約」に準じ、さらに委託する医療機関等が

確実に情報の破棄が行われたことを確認すること。 

4． 運用管理規程において下記の内容を定めること。 

(a) 不要になった個人情報を含む媒体の破棄を定める規程の作成 


